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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子および前記発光素子から出射された出射光を監視するための検出素子を含む光
電変換装置と、光伝送体との間に配置されたときに、前記発光素子と前記光伝送体の端面
とを光学的に結合するための光レセプタクルであって、
　前記発光素子から出射された光を入射させる第１光学面と、
　前記第１光学面で入射した光の一部を、前記光伝送体の端面に向かう信号光として透過
させる第１透過部と、
　前記第１光学面で入射した光の他の一部を、前記検出素子に向かうモニター光と前記光
伝送体の端面に向かう信号光とに分離させる光分離部と、
　前記第１透過部を透過した信号光と前記光分離部で分離された信号光とを、前記光伝送
体の端面に向けて出射させる第２光学面と、
　前記光分離部で分離されたモニター光を前記検出素子に向けて出射させる第３光学面と
、
　を有し、
　前記光分離部は、
　前記第１光学面で入射した光の光軸に対する傾斜面であって、前記光分離部に入射した
光の一部を、前記モニター光として前記第３光学面に向けて反射させる反射部と、
　前記反射部と隣接して配置され、前記光分離部に入射した光の他の一部を、前記信号光
として透過させる第２透過部と、
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　を有し、
　前記第１光学面で入射し、前記第２光学面で出射する光の光軸を中心軸とし、前記中心
軸から前記第１光学面と第２光学面のうち大きいほうの半径と同じ距離だけ離れた面を外
縁とする領域を光学有効領域としたとき、前記第１透過部および前記第２透過部は、前記
光学有効領域内にあり、
　前記第２透過部と前記第１透過部は、前記第１光学面で入射した光の光軸を介して接し
ており、
　前記第１光学面で入射した光の光軸に対して垂直な断面において、前記第２透過部は、
前記第１透過部と合わさって、前記第１光学面で入射した光の光軸を中心として取り囲む
ように配置されている、
　光レセプタクル。
【請求項２】
　前記第１光学面で入射した光の光軸に対して垂直な断面において、前記第２透過部は、
弓形である、
　請求項１に記載の光レセプタクル。
【請求項３】
　前記第２透過部を透過した信号光は、前記第２光学面で初めて前記光レセプタクルの外
部に出射される、
　請求項１または２に記載の光レセプタクル。
【請求項４】
　前記第２透過部は、前記第１光学面と前記第２光学面との間の光路上に配置され、かつ
前記光分離部で分離された信号光の光軸に対して垂直な透過面をさらに有し、
　前記光レセプタクルは、前記透過面と前記第２光学面との間の光路上に配置され、かつ
前記透過面から前記光レセプタクルの外部に出射された前記信号光を、前記光レセプタク
ルの内部に再度入射させる第４光学面をさらに有する、
　請求項１または２に記載の光レセプタクル。
【請求項５】
　前記第１光学面と前記第１透過部との間の光路上、および前記第１光学面と前記光分離
部との間の光路上に配置され、前記第１光学面で入射した光を前記第１透過部および前記
光分離部に向かって反射させるための反射面をさらに有する、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の光レセプタクル。
【請求項６】
　基板と、前記基板上に配置された発光素子と、前記基板上に配置され、前記発光素子か
ら出射された出射光を監視するための検出素子とを有する光電変換装置と、
　請求項１～５のいずれか一項に記載の光レセプタクルと、
　を有し、
　前記第１透過部および前記第２透過部は、前記発光素子から出射され、前記第１光学面
で入射した光の光束内にある、
　光モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光レセプタクルおよび光モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光ファイバーや光導波路などの光伝送体を用いた光通信には、面発光レーザー（
例えば、ＶＣＳＥＬ：Vertical Cavity Surface Emitting Laser）などの発光素子を備え
た光モジュールが使用されている。光モジュールは、発光素子から出射された通信情報を
含む光を、光伝送体の端面に入射させる光レセプタクルを有する。
【０００３】
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　また、光モジュールには、温度変化に対する発光素子の出力特性の安定化や光出力の調
整を目的として、発光素子から出射された光の強度や光量を監視（モニター）するための
検出素子を有するものがある。
【０００４】
　たとえば、特許文献１には、発光素子および検出素子を含む光電変換装置と、発光素子
と光伝送体の端面とを光学的に接続させる光レセプタクルとを有する光モジュールが記載
されている。光レセプタクルは、発光素子から出射された光を入射させる第１の面と、第
１の面で入射した光を光伝送体の端面に向かって反射させるための第１の反射面と、第１
の反射面で反射した光の一部を、光伝送体の端面に向かう信号光として透過させる透過部
と、第１の反射面で反射した光の残部を、検出素子に向かうモニター光として反射させる
第２の反射面と、透過部を透過した信号光を、光伝送体の端面に集光するように出射する
第２の面と、第２の反射面で反射されたモニター光を、検出素子に向けて出射させる第３
のレンズ面と、を有する。
【０００５】
　特許文献１に記載の光モジュールでは、発光素子から出射された光は、第１の面で入射
する。第１の面で入射した光は、第１の反射面で反射された後、一部は信号光として透過
部を透過し、残部は、モニター光として第２の反射面で反射される。透過部を透過した信
号光は、光伝送体の端面に向けて第２の面から出射される。一方、第２の反射面で反射さ
れたモニター光は、検出素子の受光面に向けて第３のレンズ面から出射される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－２４９１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に示される光モジュールでは、光レセプタクルにおける第２
の反射面（以下、「反射部」という）の高さ方向の位置が狙いの位置から少しでもずれて
いると（反射部の位置精度が低いと）、透過部を信号光として透過する光と、反射部でモ
ニター光として反射される光との分光比率が比較的大きく変動しやすい。このような分光
比率の変動を少なくするためには、光レセプタクルにおける反射部の位置精度をできるだ
け高くすることが望まれる。しかしながら、そのような光レセプタクルを得ようとすると
、製造に用いられる金型コストが増大しやすいという問題があった。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、光レセプタクルにおける反射部の位
置ずれに伴う、信号光とモニター光との分光比率の変動を少なくし、反射部の要求位置精
度を緩和しうる光レセプタクルを提供することを目的とする。また、本発明の目的は、光
レセプタクルを有する光モジュールを提供することでもある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る光レセプタクルは、１または２以上の発光素子および前記発光素子から出
射された出射光を監視するための１または２以上の検出素子を含む光電変換装置と、１ま
たは２以上の光伝送体との間に配置されたときに、前記発光素子と前記光伝送体の端面と
を光学的に結合するための光レセプタクルであって、前記発光素子から出射された光を入
射させる１または２以上の第１光学面と、前記第１光学面で入射した光の一部を、前記光
伝送体の端面に向かう信号光として透過させる１または２以上の第１透過部と、前記第１
光学面で入射した光の他の一部を、前記検出素子に向かうモニター光と前記光伝送体の端
面に向かう信号光とに分離させる光分離部と、前記第１透過部を透過した信号光と前記光
分離部で分離された信号光とを、前記光伝送体の端面に向けて出射させる１または２以上
の第２光学面と、前記光分離部で分離されたモニター光を前記検出素子に向けて出射させ
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る１または２以上の第３光学面と、を有し、前記光分離部は、前記第１光学面で入射した
光の光軸に対する傾斜面であって、前記光分離部に入射した光の一部を、前記モニター光
として前記第３光学面に向けて反射させる反射部と、前記反射部と隣接して配置され、前
記光分離部に入射した光の他の一部を、前記信号光として透過させる第２透過部と、を有
し、前記第１光学面で入射し、前記第２光学面で出射する光の光軸を中心軸とし、前記中
心軸から前記第１光学面と第２光学面のうち大きいほうの半径と同じ距離だけ離れた面を
外縁とする領域を光学有効領域としたとき、前記第１透過部および前記第２透過部は、前
記光学有効領域内にある、構成を採る。
【００１０】
　本発明に係る光モジュールは、基板と、前記基板上に配置された１または２以上の発光
素子と、前記基板上に配置され、前記発光素子から出射された出射光を監視するための１
または２以上の検出素子とを有する光電変換装置と、本発明に係る光レセプタクルと、を
有し、前記第１透過部および前記第２透過部は、前記発光素子から出射され、前記第１光
学面で入射した光の光束内にある、構成を採る。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、光レセプタクルにおける反射部の位置ずれに伴う、信号光とモニター
光との分光比率の変動を少なくし、反射部の要求位置精度を緩和しうる光レセプタクルを
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、実施の形態１に係る光モジュールの断面図である。
【図２】図２Ａ、Ｂは、実施の形態１に係る光レセプタクルの構成を示す斜視図である。
【図３】図３Ａ～Ｃは、実施の形態１に係る光レセプタクルの構成を示す図である。
【図４】図４は、実施の形態１に係る光レセプタクルの構成を示す部分拡大断面図である
。
【図５】図５は、比較用の光モジュールの断面図である。
【図６】図６は、図５のＢ－Ｂ線断面において、第１光学面で入射した光と透過部との位
置関係を示す断面図である。
【図７】図７は、図１の光分離部近傍の部分拡大断面図である。
【図８】図８は、図７のＢ－Ｂ線断面において、第１光学面で入射した光と、第１透過部
および第２透過部との位置関係を示す断面図である。
【図９】図９は、実施の形態２に係る光モジュールの断面図である。
【図１０】図１０Ａ～Ｃは、実施の形態２に係る光レセプタクルの構成を示す図である。
【図１１】図１１は、実施の形態２に係る光レセプタクルの構成を示す部分拡大断面図で
ある。
【図１２】図１２は、実施の形態３に係る光モジュールの断面図である。
【図１３】図１３Ａ、Ｂは、実施の形態３に係る光レセプタクルの構成を示す斜視図であ
る。
【図１４】図１４Ａ～Ｃは、実施の形態３に係る光レセプタクルの構成を示す図である。
【図１５】図１５は、変形例に係る光モジュールの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１４】
　［実施の形態１］
　（光モジュールの構成）
　図１は、実施の形態１に係る光モジュール１００の断面図である。図１には、光モジュ
ール１００の光路を示している。なお、図１では、光レセプタクル１４０内の光路を示す
ために光レセプタクル１４０の断面へのハッチングを省略している。
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【００１５】
　図１に示されるように、光モジュール１００は、発光素子１２２を含む基板実装型の光
電変換装置１２０と、光レセプタクル１４０と、を有する。光モジュール１００は、送信
用の光モジュールであり、光レセプタクル１４０に光伝送体１６０がフェルール１６２を
介して結合（以下、接続ともいう）されて使用される。光伝送体１６０の種類は、特に限
定されず、光ファイバー、光導波路などが含まれる。本実施の形態では、光伝送体１６０
は、光ファイバーである。光ファイバーは、シングルモード方式であってもよいし、マル
チモード方式であってもよい。光伝送体１６０の数は、特に限定されない。本実施の形態
では、光伝送体１６０の数は、１本である。
【００１６】
　光電変換装置１２０は、基板１２１と、１個の発光素子１２２と、１個の検出素子１２
３と、を有する。
【００１７】
　基板１２１は、たとえば、ガラスコンポジット基板やガラスエポキシ基板、フレキブシ
ル基板などである。基板１２１上には、発光素子１２２と、検出素子１２３とが配置され
ている。
【００１８】
　発光素子１２２は、基板１２１上に配置されており、発光素子１２２が配置された基板
１２１の設置部に対して垂直方向にレーザー光を出射する。発光素子１２２の数は、特に
限定されない。本実施の形態では、発光素子１２２の数は、１個である。また、発光素子
１２２の位置も、特に限定されない。発光素子１２２は、例えば垂直共振器面発光レーザ
ー（ＶＣＳＥＬ）である。
【００１９】
　検出素子１２３は、発光素子１２２から出射された出射光Ｌの出力（例えば、強度や光
量）を監視するためのモニター光Ｌｍを受光する。検出素子１２３は、例えばフォトディ
テクターである。検出素子１２３の数は、特に限定されない。本実施の形態では、検出素
子１２３の数は、１個である。また、検出素子１２３からの反射光が光レセプタクル１４
０内に戻ることを防止する観点から、検出素子１２３へ入射するモニター光Ｌｍの光軸は
、検出素子１２３の検出面１２６に対して傾斜していてもよい。
【００２０】
　光レセプタクル１４０は、光電変換装置１２０の基板１２１上に配置されている。光レ
セプタクル１４０は、光電変換装置１２０と光伝送体１６０との間に配置された状態で、
発光素子１２２の発光面１２４と光伝送体１６０の端面１２５とを光学的に結合（以下、
接続ともいう）させる。以下、光レセプタクル１４０の構成について詳細に説明する。
【００２１】
　（光レセプタクルの構成）
　図２ＡおよびＢ、図３Ａ～Ｃならびに図４は、本実施の形態に係る光レセプタクル１４
０の構成を示す図である。図２Ａは、光レセプタクル１４０の斜視図であり、図２Ｂは、
図２Ａの部分拡大斜視図である。図３Ａは、光レセプタクル１４０の平面図であり、図３
Ｂは、底面図であり、図３Ｃは、正面図である。図４は、本実施の形態に係る光レセプタ
クルの構成を示す部分拡大断面図である。
【００２２】
　図２Ａ、Ｂおよび図３Ａ～Ｃに示されるように、光レセプタクル１４０は、透光性を有
し、発光素子１２２の発光面１２４から出射された出射光Ｌの一部を、信号光Ｌｓとして
光伝送体１６０の端面１２５に向けて出射させ、他の一部を、モニター光Ｌｍとして検出
素子１２３に向けて出射させる。光レセプタクル１４０は、第１光学面１４１、反射面１
４２、第１透過部１４３、光分離部１４４、第２光学面１４５、および第３光学面１４６
を有する。光分離部１４４は、反射部１４４Ａおよび第２透過部１４４Ｂを有する。本実
施の形態では、第１光学面１４１、第１透過部１４３、第２透過部１４４Ｂ、第２光学面
１４５および第３光学面１４６の数は、それぞれ１個である。
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【００２３】
　光レセプタクル１４０は、光通信に用いられる波長の光に対して透光性を有する材料を
用いて形成される。そのような材料の例には、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）や環状オレ
フィン樹脂などの透明な樹脂が含まれる。また、例えば、光レセプタクル１４０は、射出
成形により製造される。
【００２４】
　第１光学面１４１は、発光素子１２２から出射された出射光Ｌを屈折させて光レセプタ
クル１４０の内部に入射させる光学面である。第１光学面１４１は、発光素子１２２から
出射された出射光Ｌを、コリメート光、収束光、または拡散光に変換させうる。本実施の
形態では、第１光学面１４１は、発光素子１２２から出射された出射光Ｌをコリメート光
に変換させる。本実施の形態では、第１光学面１４１の形状は、発光素子１２２に向かっ
て凸状の凸レンズ面である。また、第１光学面１４１の平面視形状は、円形状である。第
１光学面１４１の中心軸は、発光素子１２１の発光面１２４に対して垂直であることが好
ましい。また、第１光学面１４１の中心軸は、発光素子１２２から出射された出射光Ｌの
光軸と一致することが好ましい。
【００２５】
　反射面１４２は、光レセプタクル１４０の天面側に形成された傾斜面であり、第１光学
面１４１と第１透過部１４３との間の光路上および第１光学面１４１と光分離部１４４と
の間の光路上に配置されている。反射面１４２は、第１光学面１４１で入射した光（発光
素子１２２から出射された出射光Ｌ）を、第１透過部１４３および光分離部１４４に向か
って反射させる。反射面１４２は、光レセプタクル１４０の底面から天面に向かうにつれ
て、光伝送体１６０に近づくように傾斜している。本実施の形態では、反射面１４２の傾
斜角度は、第１光学面１４１で入射した出射光Ｌの光軸に対して４５°である。反射面１
４２には、第１光学面１４１で入射した出射光Ｌが、臨界角より大きな入射角で内部入射
する。これにより、反射面１４２は、入射した出射光Ｌを基板１２１の表面に沿う方向に
全反射させる。
【００２６】
　第１透過部１４３は、第１光学面１４１で入射した光の一部を、光伝送体１６０の端面
１２５に向かう信号光Ｌｓとして透過させる領域である。第１透過部１４３は、光分離部
１４４の第２透過部１４４Ｂと接するように配置されている。
【００２７】
　光分離部１４４は、第１光学面１４１で入射した光の他の一部（好ましくは残部）を、
第３光学面１４６（または検出素子１２３）に向かうモニター光Ｌｍと、第２光学面１４
５（または光伝送体１６０の端面１２５）に向かう信号光Ｌｓとに分離させる。光分離部
１４４は、反射部１４４Ａと、第２透過部１４４Ｂとを有する。
【００２８】
　反射部１４４Ａは、光レセプタクル１４０の天面側に配置されている。反射部１４４Ａ
は、第１光学面１４１で入射した光の光軸に対する傾斜面であり、光分離部１４４に入射
した前記他の一部の光の一部を第３光学面１４６に向けて反射させる。本実施の形態では
、反射部１４４Ａは、光レセプタクル１４０の天面から底面に向かうにつれて第２光学面
１４５（光伝送体１６０）に近づくように傾斜した傾斜面である。傾斜面の傾斜角は、第
１光学面１４１で入射した光の光軸に対して４５°である。
【００２９】
　第２透過部１４４Ｂは、反射部１４４Ａと隣接して配置され、光分離部１４４に入射し
た前記他の一部の光の一部（反射部１４４Ａで反射される光以外の光）を、信号光Ｌｓと
して透過させる。第２透過部１４４Ｂは、第１透過部１４３と接していることが好ましい
。
【００３０】
　本実施の形態では、第１光学面１４１で入射した光の光軸付近に、第１透過部１４３と
光分離部１４４（第２透過部１４４Ｂ）との境界部１４８が位置している（後述する図８
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参照）。
【００３１】
　第１光学面１４１で入射し、第２光学面１４５で出射する光の光軸を中心軸Ｃとし、中
心軸Ｃから第１光学面１４１と第２光学面１４５のうち大きいほうの光学面の半径Ｒｍａ
ｘと同じ距離だけ離れた面を外縁とする領域を光学有効領域Ａとしたとき、第１透過部１
４３および第２透過部１４４Ｂは、いずれも光学有効領域Ａ内にある（図４参照）。本実
施の形態では、光学有効領域Ａは、中心軸Ｃから第２光学面１４５の半径と同じ距離だけ
離れた面を外縁とする円柱状の領域である。それにより、第１透過部１４３および第２透
過部１４４Ｂを、第１光学面１４１で入射し、かつ第２光学面１４５から出射される光の
光束内に包含させることができる（図１および８参照）。
【００３２】
　一般的に、発光素子１２２からの出射光は、光軸に近づくほど高い強度を有する。その
ため、光軸近傍において、光分離部１４４の高さ方向の位置が少しでもずれると、モニタ
ー光Ｌｍと信号光Ｌｓの分光比率が比較的大きく変動しやすい。したがって、光分離部１
４４の位置精度に伴う分光比率の変動を少なくする観点では、第１光学面１４１で入射し
た光Ｌの光軸に対して垂直な断面（反射面１４２で反射された光の光軸に対して垂直な断
面）において、第２透過部１４４Ｂは、少なくとも第１光学面１４１で入射した光Ｌの光
軸近傍を包含するように（光Ｌの光軸近傍を中心として取り囲むように）配置されること
が好ましい。
【００３３】
　第１光学面１４１で入射した光Ｌの光軸に対して垂直な断面において、第２透過部１４
４Ｂの断面形状は、特に限定されず、弓形であってもよいし、多角形（三角形、矩形など
）であってもよい。弓形とは、円弧または楕円弧の両端部を直線で結んだ形状であり、そ
の例には、半円形などが含まれる。本実施の形態では、第１光学面１４１で入射した光Ｌ
の光軸が、第１透過部１４３と第２透過部１４４Ｂとの境界部１４８上にあるため、第２
透過部１４４Ｂの断面形状は、第１光学面１４１で入射した光Ｌの光軸と当該境界部１４
８との交点を中心とする半円形状であることが好ましい（図２Ｂおよび８参照）。
【００３４】
　前述の通り、第１光学面１４１で入射した光Ｌの光軸に対して垂直な断面において、第
２透過部１４４Ｂの断面積は、光学有効領域Ａの断面積よりも小さい。具体的には、第２
透過部１４４Ｂの断面積は、光学有効領域Ａの断面積の１８～３６％であることが好まし
く、１８～２９％であることがより好ましい。第２透過部１４４Ｂの断面積が１８％以上
であると、光分離部１４４（または反射部１４４Ａ）の位置が高さ方向にずれたときの、
分光比率の変動を一層少なくしうる。第２透過部１４４Ｂの断面積が３６％以下であると
、反射部１４４Ａでモニター光Ｌｍとして反射される光が少なくなりすぎるのを抑制でき
る。
　以下、高さ方向とは、光レセプタクル１４０の底面と天面とを結ぶ方向であって、第１
透過部１４３または第２透過部１４４Ｂを透過する光の光軸に対して垂直な方向をいう。
【００３５】
　本実施の形態では、第２透過部１４４Ｂは、それを透過した信号光Ｌｓが、第２光学面
１４５で初めて光レセプタクル１４０の外部に出射されるように配置されている（図１参
照）。すなわち、第２透過部１４４Ｂは、第２透過部１４４Ｂと第２光学面１４５との間
の光路上に配置された、第２透過部１４４Ｂを透過する光を光レセプタクル１４０の外部
に出射させる透過面を有していない。
【００３６】
　本実施の形態では、前述の通り、第１光学面１４１で入射した光Ｌの一部は、第１透過
部１４３を透過し、光伝送体１６０の端面１２５に向かう信号光Ｌｓとなる。第１光学面
１４１で入射した光の他の一部（好ましくは残部）は、光分離部１４４へ入射し、その一
部は、反射部１４４Ａで反射されて、検出素子に向かうモニター光Ｌｍとなり、反射部１
４４Ａで反射された光以外の光の一部（好ましくは反射部１４４Ａで反射された光以外の
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光）は、第２透過部１４４Ｂを透過し、光伝送体１６０の端面１２５に向かう信号光Ｌｓ
となる。
【００３７】
　信号光Ｌｓとモニター光Ｌｍとの光量比は、所望の光量の信号光Ｌｓを得つつ、発光素
子１２２から出射された光Ｌの強度や光量を監視することができるモニター光Ｌｍを得る
ことができれば、特に限定されない。本実施の形態では、信号光Ｌｓは、第１透過部１４
３を透過する信号光と、第２透過部１４４Ｂを透過する信号光とを足し合わせたものであ
る。信号光Ｌｓとモニター光Ｌｍとの光量比は、信号光Ｌｓ：モニター光Ｌｍ＝６：４～
８：２であることが好ましい。信号光Ｌｓとモニター光Ｌｍとの光量比は、信号光Ｌｓ：
モニター光Ｌｍ＝７：３であることがさらに好ましい。
【００３８】
　第２光学面１４５は、第１透過部１４３を透過した信号光Ｌｓと、光分離部１４４で分
離された信号光Ｌｓとを、光伝送体１６０の端面１２５に向けて出射させる光学面である
。本実施の形態では、第２光学面１４５は、光レセプタクル１４０の正面に、光伝送体１
６０の端面１２５と対向するように配置されている。第２光学面１４５の形状は、光伝送
体１６０の端面１２５に向かって凸状の凸レンズ面である。これにより、第１光学面１４
１で入射され、第１透過部１４３を透過した信号光Ｌｓと、光分離部１４４で分離された
信号光Ｌｓとを集光させて、光伝送体１６０の端面１２５に効率良く接続させることがで
きる。
【００３９】
　第３光学面１４６は、光レセプタクル１４０の底面側に、検出素子１２３と対向するよ
うに配置されている。本実施の形態では、第３光学面１４６は、検出素子１２３に向かっ
て凸状の凸レンズ面である。第３光学面１４６は、光分離部１４４の反射部１４４Ａで分
離されたモニター光Ｌｍを収束させて検出素子１２３に向けて出射させる。これにより、
モニター光Ｌｍを検出素子１２３に効率良く結合させることができる。第３光学面１４６
の中心軸は、検出素子１２３の受光面（基板１２１）に対して垂直であることが好ましい
。
【００４０】
　（作用）
　本実施の形態に係る光モジュール１００の作用について、比較用の光モジュールと対比
しながら説明する。図５は、比較用の光モジュール１０の構成を示す断面図である。比較
用の光モジュール１０は、光レセプタクル１４が第２透過部を有しない以外は本実施の形
態に係る光モジュール１００と同様に構成されている。図６は、図５のＢ－Ｂ線断面にお
いて、第１光学面４１で入射した光Ｌと第１透過部４３との位置関係を示す断面図である
。図７は、図１の光分離部１４４近傍の部分拡大断面図である。図８は、図７のＢ－Ｂ線
断面において、第１光学面１４１で入射した光Ｌと、第１透過部１４３および第２透過部
１４４Ｂとの位置関係を示す断面図である。
【００４１】
　図５に示されるように、比較用の光モジュール１０では、発光素子１２２から出射され
た出射光Ｌは、第１光学面４１で光レセプタクル４０に入射される。第１光学面４１で入
射した光は、反射面４２で反射された後、一部は、第１透過部４３を透過し、光伝送体１
６０に向かう信号光Ｌｓとなり、他の一部（好ましくは残部）は、反射部４４Ａで反射さ
れて、検出素子１２３に向かうモニター光Ｌｍとなる。第１透過部４３を透過し、光伝送
体１６０に向かう信号光Ｌｓは、第２光学面４５から出射されて、光伝送体１６０の端面
１２５に到達する。一方、検出素子１２３に向かうモニター光Ｌｍは、第３光学面４６か
ら出射されて、検出素子１２３へ到達する。
【００４２】
　このような比較用の光モジュール１０では、図６に示されるように、たとえば、光レセ
プタクル１４における反射部４４Ａの位置ずれにより、第１光学面１４１で入射する光の
位置が、第１透過部４３に対して上方にずれると（矢印参照）、高強度の中心付近の光が
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第１透過部４３を透過せず、反射部１４４Ａで反射されるため、信号光Ｌｓの強度が顕著
に減少しやすい。つまり、第１透過部４３を透過する信号光Ｌｓと、反射部４４で反射さ
れるモニター光Ｌｍとの分光比率の変動が比較的大きい。
【００４３】
　これに対して、図１および７に示されるように、本実施の形態に係る光モジュール１０
０では、発光素子１２２から出射された出射光Ｌは、第１光学面１４１で光レセプタクル
１４０に入射される。第１光学面１４１で入射した光は、反射面１４２で反射された後、
一部は、第１透過部１４３を透過して、光伝送体１６０に向かう信号光Ｌｓとなり、他の
一部（好ましくは残部）は、光分離部１４４に入射する。光分離部１４４に入射した光の
一部は、反射部１４４Ａで反射されて、検出素子１２３に向かうモニター光Ｌｍとなり、
反射部１４４Ａで反射された光以外の光の一部（好ましくは反射部１４４Ａで反射された
光以外の光）は、第２透過部１４４Ｂを透過して、光伝送体１６０に向かう信号光Ｌｓと
なる。第１透過部１４３を透過した信号光Ｌｓおよび第２透過部１４４Ｂを透過した信号
光Ｌｓは、第２光学面１４５から出射されて、光伝送体１６０の端面１２５に到達する。
一方、検出素子１２３に向かうモニター光Ｌｍは、第３光学面１４６から出射されて、検
出素子１２３へ到達する。
【００４４】
　このような本実施の形態に係る光モジュール１００では、図８に示されるように、たと
えば、光レセプタクル１４０における光分離部１４４の位置ずれにより、第１光学面１４
１で入射する光の位置が、第１透過部１４３に対して上方にずれても（矢印参照）、高強
度の中心付近の光が第２透過部１４４Ｂを透過し、第２光学面１４５へ向かうので、信号
光Ｌｓの強度の減少が少ない。つまり、信号光Ｌｓとモニター光Ｌｍとの分光比率の変動
を少なくすることができる。
【００４５】
　（シミュレーション）
　光レセプタクル１４０における光分離部１４４の高さ方向の位置を変えたときの、発光
素子１２２から出射された光Ｌの量に対するモニター光Ｌｍの割合を、シミュレーション
した。
【００４６】
　図１に示されるように、本実施の形態に係る光モジュール１００において、光分離部１
４４の高さ方向の位置を、基準位置（０ｍｍ）から上方向に０．０２ｍｍまで０．００２
ｍｍ毎にずらしたときの、発光素子１２２から出射される出射光Ｌに対するモニター光Ｌ
ｍの割合（％）を、解析ソフトを用いてシミュレーションした。なお、基準位置は、第１
透過部１４３と第２透過部１４４Ｂとの境界部１４８（図８参照）と、第１光学面１４１
で入射した光Ｌの光軸とが重なる位置とした。
　また、比較用として、第２透過部を有しない以外は本実施の形態に係る光モジュール１
００と同様に構成された比較用の光レセプタクルを用いた光モジュール１０（図５参照）
についても同様にシミュレーションした。
【００４７】
　シミュレーションでは、発光素子１２２として、開口数（ＮＡ：numerical aperture）
が０．２５、発光径φ８μｍの垂直共振器面発光レーザー（ＶＣＳＥＬ）を用いた。光伝
送体１６０として、開口数（ＮＡ）が０．２０、コア径φ５０μｍの光ファイバーを用い
た。シミュレーション結果を表１に示す。
【００４８】
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【表１】

【００４９】
　表１に示されるように、本実施の形態に係る光モジュール１００では、目標とするモニ
ター光の割合（たとえば、５～１４％）とするためには、光分離部１４４の高さ方向の位
置が０～０．０１８ｍｍの範囲内であればよいことがわかる。
【００５０】
　これに対して、比較用の光レセプタクル１０では、目標とするモニター光の割合（たと
えば、５～１４％）とするためには、光分離部４４の高さ方向の位置が０～０．０１４ｍ
ｍの範囲になければならないことがわかる。
【００５１】
　つまり、目標とするモニター光の割合とするために許容される光分離部１４４の高さ方
向の位置の範囲が、本実施の形態に係る光モジュールのほうが広いこと、すなわち、光レ
セプタクルに要求される光分離部１４４の位置精度を緩和できることがわかる。
【００５２】
　（効果）
　以上のように、本実施の形態に係る光モジュール１００では、第１透過部１４３だけで
なく、第２透過部１４４Ｂをさらに有する。それにより、光レセプタクル１４０における
光分離部１４４の位置ずれが生じても、モニター光Ｌｍと信号光Ｌｓとの分光比率の変動
を少なくすることができる。それにより、光レセプタクル１４０における光分離部１４４
の要求位置精度を緩和することができる。
【００５３】
　［実施の形態２］
　（光モジュールの構成）
　実施の形態２に係る光モジュール２００は、光レセプタクル２４０の構成が実施の形態
１に係る光モジュール１００と異なる。具体的には、本実施の形態に係る光レセプタクル
２４０は、第２透過部２４４Ｂの形状が異なり、かつ第４光学面１４７をさらに有する点
が、実施の形態１に係る光レセプタクル１４０と異なる。そこで、第２透過部２４４Ｂと
第４光学面１４７についてのみ説明し、実施の形態１と同様の構成については、同一の符
号を付してその説明を省略する。
【００５４】
　図９は、実施の形態２に係る光モジュール２００の断面図である。図９には、光モジュ
ール２００の光路を示している。なお、図９では、光レセプタクル２４０内の光路を示す
ために光レセプタクル２４０の断面へのハッチングを省略している。
【００５５】
　図９に示されるように、光モジュール２００は、発光素子１２２を含む基板実装型の光
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電変換装置１２０と、光レセプタクル２４０と、を有する。
【００５６】
　（光レセプタクルの構成）
　図１０Ａ～Ｃおよび図１１は、本実施の形態に係る光レセプタクル２４０の構成を示す
図である。図１０Ａは、光レセプタクル２４０の平面図であり、図１０Ｂは、底面図であ
り、図１０Ｃは、正面図である。図１１は、本実施の形態に係る光レセプタクル２４０の
構成を示す部分拡大断面図である。
【００５７】
　図１０Ａ～Ｃおよび図１１に示されるように、光レセプタクル２４０は、光分離部２４
４の第２透過部２４４Ｂの形状が異なり、かつ光分離部２４４（光分離部２４４の透過面
２４４Ｃ）と第２光学面１４５との間の光路上に配置された第４光学面１４７をさらに有
する以外は図１に示される実施の形態１に係る光レセプタクル１４０と同様に構成されて
いる。
【００５８】
　第２透過部２４４Ｂは、第１光学面１４１と第２光学面１４５との間の光路上に配置さ
れた、光分離部２４４で分離された信号光Ｌｓの光軸に対して垂直な透過面２４４Ｃを有
する。ここでいう垂直な面とは、光分離部２４４で分離された信号光Ｌｓの光軸に垂直な
線に対して±５°以下の面、好ましくは０°の面を指す。透過面２４４Ｃは、光分離部２
４４で分離された信号光Ｌｓを、光レセプタクル２４０の外部に出射させる。
【００５９】
　第４光学面１４７は、光レセプタクル２４０の天面側に形成された、光分離部２４４で
分離された信号光Ｌｓの光軸に対して垂直な面である。垂直な面とは、光分離部２４４で
分離された信号光Ｌｓの光軸に垂直な線に対して±５°以下の面、好ましくは０°の面を
いう。第４光学面１４７は、透過面２４４Ｃと第２光学面１４５との間の光路上に配置さ
れている。第４光学面１４７は、光分離部２４４で分離され、光レセプタクル２４０の外
部に出射された信号光Ｌｓを、光レセプタクル２４０内部に再度入射させる。これにより
、光伝送体１６０の端面１２５に向かう信号光Ｌｓを屈折させることなく光レセプタクル
１４０内に再度入射させることができる。
【００６０】
　（作用）
　図９に示されるように、本実施の形態に係る光モジュール２００では、第１光学面１４
１で入射した光は、反射面１４２で反射された後、一部は、第１透過部１４３を透過して
、光伝送体１６０に向かう信号光Ｌｓとなり、他の一部（好ましくは残部）は、光分離部
２４４に入射する。光分離部２４４に入射した光の一部は、反射部１４４Ａで反射されて
、検出素子１２３に向かうモニター光Ｌｍとなり、反射部１４４Ａで反射された光以外の
光の一部（好ましくは反射部１４４Ａで反射された光以外の光）は、第２透過部２４４Ｂ
を透過し、光伝送体１６０に向かう信号光Ｌｓとして、透過面２４４Ｃから光レセプタク
ル２４０の外部に出射される。第２透過面２４４Ｃから出射された信号光Ｌｓは、第４光
学面１４７で、光レセプタクル２４０の内部に再度入射する。そして、第４光学面１４７
で再度入射した信号光Ｌｓと第１透過部１４３を透過した信号光Ｌｓは、第２光学面１４
５から出射されて、光伝送体１６０の端面１２５に到達する。
【００６１】
　このように、本実施の形態に係る光モジュール２００では、実施の形態１と同様に、た
とえば、光レセプタクル２４０における光分離部２４４の位置ずれにより、第１光学面１
４１で入射する光の位置が第１透過部１４３に対して上方にずれても、高強度の中心付近
の光が第２透過部２４４Ｂを透過し、第２光学面１４５へ向かうので、信号光Ｌｓの強度
の減少が少ない。つまり、信号光Ｌｓとモニター光Ｌｍとの分光比率の変動を少なくする
ことができる。
【００６２】
　（効果）
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　以上のように、本実施の形態に係る光モジュール２００では、実施の形態１と同様に、
光レセプタクル２４０における光分離部２４４の位置ずれが生じても、モニター光Ｌｍと
信号光Ｌｓとの分光比率の変動を少なくすることができる。それにより、光レセプタクル
２４０における光分離部２４４の要求位置精度を緩和することができる。
【００６３】
　［実施の形態３］
　（光モジュールの構成）
　実施の形態３に係る光モジュール３００は、光レセプタクル３４０がレンズアレイ型で
あり、光送信の多チャンネル化に対応できる構成となっている点で、実施の形態１に係る
光モジュール１００と異なる。以下、実施の形態１と同様の構成については、同一の符号
を付してその説明を省略する。
【００６４】
　図１２は、実施の形態３に係る光モジュール３００の断面図である。図１２に示される
ように、光モジュール３００は、発光素子１２２を含む基板実装型の光電変換装置３２０
と、光レセプタクル３４０と、を有する。
【００６５】
　本実施の形態に係る光モジュール３００では、光伝送体１６０は、多芯一括型のコネク
ター内に収容された状態で公知の取付手段を介して光レセプタクル３４０に取り付けられ
ている。本実施の形態では、４本の光伝送体１６０が、一定間隔で１列に配列されている
。なお、光伝送体１６０は、２列以上に配列されていてもよい。
【００６６】
　光電変換装置３２０は、基板１２１と、複数の発光素子１２２と、複数の検出素子１２
３と、を有する。発光素子１２２および検出素子１２３の数は、複数であれば特に限定さ
れない。本実施の形態では、発光素子１２２および検出素子１２３の数は、それぞれ４個
である。
【００６７】
　４個の発光素子１２３は、基板１２１上に一列に配列されている。図１２では、４個の
発光素子１２２は、紙面に垂直な方向に一列に配列されている。４個の発光素子１２２は
、一定間隔で光伝送体１６０の配列方向に沿って配列されている。
【００６８】
　４個の検出素子１２３は、基板１２１上に配置されている。４個の検出素子１２３は、
４個の発光素子１２２に対応して一定間隔で１列に配列されている。
【００６９】
　（光レセプタクルの構成）
　図１３Ａ、Ｂおよび図１４Ａ～Ｃは、本実施の形態に係る光レセプタクル３４０の構成
を示す図である。図１３Ａは、光レセプタクル３４０の正面側からみた斜視図であり、図
１３Ｂは、背面側からみた斜視図である。図１４Ａは、光レセプタクル３４０の平面図で
あり、図１４Ｂは、底面図であり、図１４Ｃは、正面図である。
【００７０】
　図１３Ａ、Ｂおよび図１４Ａ～Ｃに示されるように、本実施の形態に係る光レセプタク
ル３４０は、複数の第１光学面１４１、反射面１４２、複数の第１透過部１４３、複数の
反射部１４４Ａ、複数の第２透過部１４４Ｂ、複数の第２光学面１４５および複数の第３
光学面１４６を有する。本実施の形態では、第１光学面１４１、第２光学面１４５、第１
透過部１４３、第２透過部１４４Ｂおよび第３光学面１４６の数は、それぞれ４個である
。
【００７１】
　（効果）
　本実施の形態に係る光モジュール３００は、実施の形態１の効果に加え、監視を伴う光
送信の多チャンネル化に対応することができる。
【００７２】
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　なお、上記実施の形態１～３では、光レセプタクル１４０、２４０、３４０がいずれも
反射面１４２を有する例を示したが、これに限定されない。
【００７３】
　図１５は、変形例に係る光モジュール４００の断面図である。図１５に示されるように
、光モジュール４００は、発光素子１２２を含む光電変換装置４２０と、光レセプタクル
４４０と、を有する。光レセプタクル４４０は、第１光学面１４１が、光レセプタクル４
４０の背面に配置され、かつ反射面１４２を有しない以外は図１の光レセプタクル１４０
と同様に構成されうる。光電変換装置４２０の基板４２１は、発光素子１２２が、光レセ
プタクル４４０の第１光学面１４１に対向し、かつ検出素子１２３が第３光学面１４６に
対向するように配置される。
【００７４】
　また、上記実施の形態１～３では、光レセプタクル１４０、２４０、３４０の天面側に
おいて、反射面１４２と反射部１４４Ｂとが接しないように配置される例を示したが、こ
れに限定されず、反射面１４２と反射部１４４Ｂとが接するように配置されてもよい。
【００７５】
　また、上記実施の形態１～３では、光レセプタクル１４０、２４０、３４０において、
第１光学面１４１、第２光学面１４５および第３光学面１４６の形状が、いずれも凸レン
ズ面である例を示したが、これに限定されず、たとえば、平面などであってもよい。また
、第１光学面１４１、第２光学面１４５および第３光学面１４６の平面視形状が、いずれ
も円形状である例を示したが、これに限定されない。
【００７６】
　また、上記実施の形態３では、図１３ＡおよびＢにおいて、４個の第１光学面１４１を
、いずれも送信用の第１光学面１４１として使用（光モジュール３００を送信用の光モジ
ュールとして使用）する例を示したが、これに限定されない。たとえば、４個の第１光学
面１４１を、いずれも受信用の第１光学面１４１として使用（光モジュール３００を、受
信用の光モジュールとして使用）してもよいし、右側と左側のいずれか一方の２個の第１
光学面１４１を、受信用の第１光学面１４１として使用（光モジュール３００を、送信用
と受信用を兼ねた光モジュールとして使用）してもよい。
【００７７】
　また、上記実施の形態１および３では、第２透過部１４４Ｂを挟んで反射部１４４Ａと
対向する面が傾斜面である例を示したが、これに限定されず、光分離部１４４で分離され
た信号光Ｌｓの光軸に対して垂直な面であってもよい。垂直な面とは、光分離部１４４で
分離された信号光Ｌｓの光軸に垂直な線に対して±５°以下の面、好ましくは０°の面を
いう。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明に係る光レセプタクルおよび光モジュールは、光伝送体を用いた光通信に有用で
ある。
【符号の説明】
【００７９】
　１００、２００、３００、４００　光モジュール
　１２０、３２０、４２０　光電変換装置
　１２１、４２１　基板
　１２２　発光素子
　１２３　検出素子
　１２４　発光面
　１２５　端面
　１４０、２４０、３４０、４４０　光レセプタクル
　１４１　第１光学面
　１４２　反射面
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　１４３　第１透過部
　１４４、２４４　光分離部
　１４４Ａ　反射部
　１４４Ｂ、２４４Ｂ　第２透過部
　１４５　第２光学面
　１４６　第３光学面
　１４７　第４光学面
　１４８　境界部
　１６０　光伝送体
　１６２　フェルール
　２４４Ｃ　透過面
　Ｌ　出射光
　Ｌｍ　モニター光
　Ｌｓ　信号光
　Ａ　光学有効領域
　Ｒｍａｘ　半径

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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